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東京ミッドタウン日比谷（千代田区有楽町） 編集部撮影
　新商業施設「東京ミッドタウン日比谷」が、東京・日比谷に誕生。地上35階、地下4階、延床面積189,000㎡はオフィス・商業
機能を持つ大規模施設となっている。地下１階〜３、６、７階は商業施設となり、日比谷公園を眺めることができる抜群のロケー
ションを活かし、レストラン、ファッションストアを展開。４階には13スクリーン、約2,800席の都内最大級シネマコンプレック
スもオープンした。 （カラー版は http://www.miura21.co.jp でご覧いただけます）

午後３時月

30
29
30

30 25

（会長賞、東京都知事賞、東京都産業労働局長賞、
ボイラ・クレーン安全協会長賞、江東区長賞、
江戸川区長賞、東部地区検定委員長賞、
日刊工業新聞社賞、産報出版賞）

30
29
30

3．役員改選

58

30 ７ 木



第55巻第 6 号 2018年（平成30年）6　月 1　日発行　　　（　2　）

　

厚
生
労
働
省
で
は
、
産
業

界
に
お
け
る
自
主
的
な
労
働

災
害
防
止
活
動
を
推
進
す
る

と
と
も
に
、
広
く
一
般
の
安

全
意
識
の
高
揚
と
安
全
活
動

の
定
着
を
図
る
た
め
、毎
年
、

全
国
安
全
週
間
を
主
唱
し
て

い
ま
す
。

　

平
成
三
十
年
度
の
全
国
安

全
週
間
は
、

　

新
た
な
視
点
で

　

み
つ
め
る
職
場

　

創
意
と
工
夫
で

　

安
全
管
理

　

惜
し
ま
ぬ
努
力
で

　

築
く
ゼ
ロ
災

を
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
展
開

し
ま
す
。

東京事務所　教育課

開催日：平成30年８月２日（木）、３日（金）
会　場：ボイラ・クレーン安全協会　５階講習会場
受講料：12,450円（消費税込み・テキスト代を含む）

※お問い合わせ・資料の請求は、下記へどうぞ

「ボイラー取扱技能講習」

開催日：平成30年８月16日（木）、17日（金）
会　場：ボイラ・クレーン安全協会　５階講習会場
受講料：11,940円（消費税込み・テキスト代を含む）

「クレーン運転業務特別教育」

30 9 3

30 8 ９日（木）～10日（金）

新たな視点で みつめる職場
創意と工夫で 安全管理
惜しまぬ努力で 築くゼロ災

　本大会は、「玉掛け及び合図」、
「クレーン運転」、「質量目測」の

３つの競技課題があり、１チーム
３名で参加11チームにより競技が
行われました。各チームとも、き
びきびした動作で、平素の修練し
た技量を競いあいました。
　３位までが入賞で、優勝チーム
には会長賞に加え、厚生労働大臣
の賞状と日刊工業新聞社長賞が贈
られます。
　表彰式は6月25日㈪に、東京・
錦糸町「東武ホテル レバント東
京」で行います。

準備期間
2018

6/1～30

全国安全週間スローガン

本週間 2018 7/1～7

第
　
　  

回
91

《優勝旗返還》前年優勝
ジャパン マリンユナイテッド㈱ チーム

《選手宣誓》
芦野工業㈱
加藤 誠 選手
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〈定年後再雇用についての雇用契約〉
　若年労働者の確保が難しいなか、定年を迎えた熟練労働者の存在はますます大きくなってきています。しかしながら、今後の事業
運営を見据えて基幹労働者としての地位から指導的役割に移行させ、後進への技術伝承を円滑に行うためには、適切な制度運用、労
務管理が必要になります。雇用保険・社会保険制度にも支援を図る趣旨の制度がありますので、積極的な活用をお奨めします。

１．定年と再雇用
　期間の定めのない契約について、一定の終期を設けたものが定年制度となります。法律では定年年齢が60歳を下回ってはならない
と定めています。定年後にも働き続ける場合には、定年を機に雇用契約が一旦終了し、それ以後は再雇用契約を締結することとなり
ます。再雇用契約に際して、賃金や身分等の労働条件について新たに決定することができるので、必ずしも定年以前の内容を継承す
る必要はありません。ただし、有給休暇の取得要件にかかる勤続年数は定年以前と通算されます。
　新たに労働条件を定めた再雇用契約を締結することになります。再雇用契約は一般的に期間の定めのある契約で、1年程度の期間
毎に更新されます。ただし、有給休暇に関しては定年到達までの勤務年数や、残日数が継承されます。
　再雇用契約は有期雇用であるため、平成25年4月に施行された労働契約法に定められた、所謂「無期転換ルール」の適用について
も考慮に入れる必要があるか、という問題が生じております。これは、有期雇用契約が反復更新して5年を超えるに至った場合に無
期転換しなければならないというものです。条文には定年再雇用者を除外する旨の明確な記載がなく、さらに施行時に通達もなかっ
たために、このままの解釈では、無期転換を受け入れざるをえなくなります。そのため、平成27年４月１日施行の有期雇用特別措置
法により、適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主の下で、定年後に引き続いて雇用される
有期雇用労働者（継続雇用の高齢者）については、無期転換申込権が発生しないとする特例が設けられています。特例の適用に当た
り、事業主は本社・本店を管轄する都道府県労働局に認定申請を行う必要があります。

２．雇用確保措置
　年金の支給開始年齢の先送りに伴い定年年齢自体は引き上げられてはいませんが、雇用確保措置として会社が労働者の要望に応え
て雇用しなければならない年齢は段階的に65歳まで引き上げられてきました。再雇用契約の内容が賃金や従事すべき業務等の労働条
件が定年以前のものと同一、もしくは一定の水準を保たなければならないという決まりがないため、極端な例ではパートタイムでの
雇用を提示したとしても、雇用確保措置に反したことにはなりません。結果、これにより労働者が条件を不服として雇用契約に応じ
なかったとしても、企業は雇用する意思表示をしたため、法の趣旨を逸脱しないこととなります。

３．賃金設計
　再雇用契約後の賃金は低下する傾向にあるため、社会保険・雇用保険については対応措置が講じられています。社会保険については、
通常であれば固定的賃金の変動があった場合は変動後3カ月の平均をとってから標準報酬月額変更の是非を判断します。しかしなが
ら、60歳以上の者の再雇用契約に伴う条件の変更については、例外的に変動のあった月に、標準報酬月額の変更が可能とされていま
す（同日得喪）。これにより、減額された報酬からそれ以前の報酬に準じた保険料の支払いを余儀なくされることもなくなり、年金
の減額幅も同日得喪によって付け替えられた等級に連動して再計算されます。ただし、この特例はあくまでも60歳以上の再雇用契約
に伴うものとされ、役員報酬の減額に伴って報酬が低下した場合は適用されません。

４．雇用継続給付
　60歳以上65歳未満の者が、60歳定年時の賃金と比して、給与の額が75％未満にまで賃金が下がった場合に、その逓減率に応じて「高
年齢雇用継続給付金」が支給されます。これは60歳到達時点で被保険者期間が5年以上、または60歳到達時に同5年以上ない場合は、
それ以後から65歳到達までの間に同5年に到達すると、対象となります。なお、再雇用後の就労形態がパートタイムであっても給付
金の対象となります。
　給付申請手順は、60歳到達時賃金登録を行い、その後2カ月毎に直前の各月について、給付申請を行います。
　給付金の支給率は以下の通り。

逓減率 支給率 逓減率 支給率 逓減率 支給率
75.00%以上 0.00% 70.00% 4.67% 65.00% 10.05%
74.50% 0.44% 69.50% 5.17% 64.50% 10.64%
74.00% 0.88% 69.00% 5.68% 64.00% 11.23%
73.50% 1.33% 68.50% 6.20% 63.50% 11.84%
73.00% 1.79% 68.00% 6.73% 63.00% 12.45%
72.50% 2.25% 67.50% 7.26% 62.50% 13.07%
72.00% 2.72% 67.00% 7.80% 62.00% 13.70%
71.50% 3.20% 66.50% 8.35% 61.50% 14.35%
71.00% 3.68% 66.00% 8.91% 61.00%以下 15.00%
70.50% 4.17% 65.50% 9.48%

５．就業規則の整備
　定年年齢の見直しや、再雇用規程の整備、再雇用上限年齢の設定を就業規則で定めます。法定基準を上回る定年の延長や、再雇用
希望に応じる上限年齢の引き上げをした事業主には、次の通りの助成金が支給されます。
　①65歳超継続雇用促進コース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ②希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入

対象者人数と
引上げ年齢

65歳まで引き上げ 66歳以上に引上げ 定年の
廃　止

対象者人数と
引上げ年齢

66歳〜69歳 70歳以上
5歳未満 5歳 5歳未満 5歳 4歳未満 4歳以上 5歳未満 5歳以上

1人～2人 10万円 15万円 15万円 20万円 20万円 1人～2人 5万円 10万円 10万円 15万円

3人～9人 25万円 100万円 30万円 120万円 120万円 3人～9人 15万円 60万円 20万円 80万円

10人以上 30万円 150万円 35万円 160万円 160万円 10人以上 20万円 80万円 25万円 100万円
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講　　習　　予　　定　　表 公益社団法人 ボイラ・クレーン安全協会
URL　http://www.bcsa.or.jp

神奈川事務所

茨 城 事 務 所

〒231－0007

〒300－0875

栃 木 事 務 所

甲 信 事 務 所

〒322－0016 鹿沼市流通センター46番地

横浜市中区弁天通4－59
横浜弁天通第一生命ビル 3 階

TEL 045－662－2860
FAX 045－662－8768

東 京 事 務 所

ボイラ・クレーン
安 全 協 会

〒136－0071 江東区亀戸1－28－6
タニビル 5 階

〒136－0071 江東区亀戸6－41－20
機缶健保会館 2 階

TEL 03－3685－5222
FAX 03－3685－5746

TEL 03－3684－5551
FAX 03－3685－2189

千 葉 事 務 所 〒260－0028 千葉市中央区新町18－10
千葉第一生命ビル 2 階

TEL 043－247－5532
FAX 043－247－5576

埼 玉 事 務 所 〒330－0801 さいたま市大宮区土手町1－2
JA共済埼玉ビル 6 階

TEL 048－643－1543
FAX 048－643－1524

TEL 0289－72－1717
FAX 0289－76－6090
TEL 055－287－9511
FAX 055－287－9512

TEL 029－843－0740
FAX 029－841－1968

土浦市中荒川沖町2－6
ツインビル 3 階

山梨県南アルプス市
下今諏訪610番 9〒400－0212

種類 講　習　名 6月 7月 8月 9月〜11月

技　

能　

講　

習

玉 掛 け 技 能 講 習 栃木6/5　埼玉6/13
千葉6/4　甲信6/4

栃木7/3　埼玉7/4
甲信7/9

栃木8/6　埼玉8/1
千葉8/1　甲信8/23

茨城9/13　栃木9/4　10/2　11/6
埼玉9/5　10/3　千葉11/7
甲信9/13　10/11　11/8

床 上 操 作 式
ク レ ー ン 運 転

栃木6/12　茨城6/14
千葉6/20　甲信6/21

栃木7/17　埼玉7/11
甲信7/19 埼玉8/22　千葉8/22

茨城10/11　栃木9/11　10/16　11/11
埼玉9/26　10/17　11/29
千葉11/29　甲信9/6　10/25　11/21

小 型 移 動 式
ク レ ー ン 運 転 甲信6/11 千葉7/4 栃木8/23　埼玉8/29

甲信8/1
栃木11/15　千葉9/25
甲信10/1

フォークリフト運転 栃木6/1　6/19
埼玉6/21

栃木7/9　7/13
埼玉7/17　千葉7/18 栃木8/21 栃木9/14　9/25　10/5　10/23　11/2　11/13

埼玉9/11　11/7　千葉9/4

ボ イ ラ ー 取 扱 茨城6/19 東京8/2 東京11/7

普通第一種圧力容器
取 扱 作 業 主 任 者 東京6/5 茨城7/10

は い 作 業 主 任 栃木7/26 栃木10/30

特
別
教
育

ク レ ー ン 運 転
特 別 教 育 栃木6/26　甲信6/18 栃木7/23　甲信7/30 栃木8/28　東京8/16

甲信8/30
栃木9/19　10/10　11/20
甲信9/18　10/19　11/29

高所作業車運転業務特別教育 栃木8/2

低圧電気取扱業務特別教育 栃木11/26

安
全
衛
生
教
育

天井クレーン定期自主検査者 栃木7/31　東京7/6 茨城9/26　栃木11/29

移動式クレーン定期自主検査者 甲信8/5 東京9/6　茨城11/14

移動式クレーン運転士 甲信7/7 東京8/5

玉掛け業務従事者 栃木6/29

フォークリフト運転業務従事者 栃木8/31

★日付は講習開始日です。詳細については、各事務所にお問い合わせください。出張講習のご要望も受け付けております。下記の各事務所にご相談ください。

日
時
・
会
場

　

◦
八
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四
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土
）　　
　

東
京
都
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接
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会

　

◦
八
月
五
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日
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五
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開
発
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◦
九
月
十
五
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土
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東
京
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会

予
告

　

◦
九
月
二
十
三
日（
日
）　

東
京
都
溶
接
協
会

　

◦
十
月
十
三
日（
土
）　　

東
京
都
溶
接
協
会

　

◦
十
月
十
四
日（
日
）　　

東
京
都
溶
接
協
会

一
、
日
時
・
会
場

　

学
科
＝
七
月
三
十
一
日（
火
）午
前
九
時
五
十
分
〜
午
後
〇
時

　

実
技
＝
七
月
三
十
一
日（
火
）午
後
一
時
〜
午
後
五
時

二
、
受
講
料（
税
込
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
員　

一
五
、五
〇
〇
円

　
　
　
　

被
覆
ア
ー
ク
溶
接　
　
　

一
般　

一
六
、五
〇
〇
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
員　

一
八
、五
〇
〇
円

　
　
　
　

炭
酸
ガ
ス
半
自
動
溶
接　

一
般　

一
九
、五
〇
〇
円

学
科
の
み
の
受
講
も
可（
三
、六
〇
〇
円
税
込
）

Ｊ
Ｉ
Ｓ
溶
接
評
価
試
験

Ｊ
Ｉ
Ｓ
溶
接
評
価
試
験

受
験
準
備
講
習
会

〈申  込  先〉
一般社団法人

東京都溶接協会
東京都江東区大島 3 ─ 1 ─ 11

産学協同センター内
TEL　03─3685─5448
FAX　03─3682─4902

１
日
▼
全
国
安
全
週
間
準
備
期
間

　
　
　
（
〜
30
日
）

　
　
　

気
象
記
念
日

　
　
　

相
模
川
他
鮎
解
禁

　
　
　
万
国
郵
便
連
合
加
盟
記
念
日

　
　
　

電
波
の
日
・
写
真
の
日

２
日
▽
横
浜
開
港
記
念
日

３
日
▽
危
険
物
安
全
週
間（
〜
９
日
）

４
日
▽
歯
と
口
の
衛
生
週
間

５
日
▽
世
界
環
境
デ
ー

　
　
　

熱
田
神
宮
祭

７
日
▼
東
京
都
溶
接
協
会

　
　
　

定
時
総
会
・

　
　
　

溶
接
競
技
会
表
彰
式

　
　
　
東
京
お
も
ち
ゃ
シ
ョ
ー2018

　
　
　
（
〜
10
日
）東
京
ビ
ッ
グ
サ
イ
ト

10
日
▽
時
の
記
念
日

11
日
▽
入
梅

11
日
▽
精
密
測
定
展2018

　
　
　
（
〜
15
日
）パ
シ
フ
ィ
コ
横
浜

15
日
▽
弘
法
大
師
誕
生
会

16
日
▽
柏
崎
え
ん
ま
市

17
日
▽
父
の
日

19
日
▽
桜
桃
忌

20
日
▽
京
都
鞍
馬
寺
竹
伐
り
会
式

21
日
▽
夏
至

23
日
▽
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
デ
ー

　
　
　

沖
縄
慰
霊
の
日

25
日
▼
ボ
イ
ラ
・
ク
レ
ー
ン
安
全
協
会

　
　
　

定
時
総
会
・
表
彰
式

26
日
▽
国
連
憲
章
調
印
記
念
日

28
日
▽
貿
易
記
念
日

30
日
▽
大
は
ら
い

※ 

行
事
・
祭
は
変
更
に
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。事
前
に
関
係
諸

団
体
に
ご
確
認
下
さ
い
。


